
議案第３号  

 

阪南市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求  

めることについて  

 

　地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定によ

り、阪南市固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任したいので議会

の同意を求める。  

 

住　　所　　大阪府阪南市尾崎町四丁目１０番５号  

氏　　名　　廣　島　久　夫  

生年月日　　昭和２７年４月１１日生  

 

 

　　令和８年３月３日提出  

 

 

阪南市長　上　甲　　　誠　　  

 

 

提案理由  

　任期満了に伴う措置
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履　　歴　　書  

 

廣　島　久　夫  
ひろ しま ひさ お

昭和２７年４月１１日生（満７３歳）  

 

現住所　　大阪府阪南市尾崎町四丁目１０番５号  

 

学　　　　　歴  

昭和４６年　３月　　大阪府立佐野高等学校卒業  

 

職　　　　　歴  

昭和４６年　４月  

　株式会社尾崎興産  

昭和４８年　３月  

昭和４８年　４月  

株式会社橋本測地設計事務所  

昭和５４年１１月  

昭和５４年１２月 

廣島久夫土地家屋調査士事務所  

現 在 に 至 る 

 

公　　職　　歴  

平成１４年　６月 

阪南市固定資産評価審査委員会委員  

現 在 に 至 る 

平成２５年　４月 

　　　　　　　　　　尾崎地区（朝日町）自治会長  

平成２８年　３月
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　　　阪南市固定資産評価審査委員会委員に選任提案されるに当  

たっての抱負  

 

廣　島　久　夫　  

 

今般、固定資産評価審査委員会委員に選任されるに当たり、一言抱負

を申し上げます。 

固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格に関

する不服を審査・決定する重要な役割を担っております。私は、これま

での８期２４年にわたる任期中におきましても、地方税法の趣旨に則り、

公平・中立な立場から慎重かつ適正な審査に努めてまいりました。  

　引き続きご選任いただけましたならば、土地家屋調査士として培った

専門知識と経験をいかし、固定資産評価に関する法令や実務について継

続的に研さんを積みながら、納税者の権利保護と適正な課税の実現に向

けて、公正な審査を実施してまいります。  

何とぞよろしく、御指導御鞭撻の程お願い申し上げます。 
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